
 

 

四日市市消防本部訓令第４号 

 四日市市火災予防規程の一部を改正する規程を次のように定める。  

  令和８年３月２７日 

四日市市消防長 小谷 正人 

 

   四日市市火災予防規程の一部を改正する規程 

四日市市火災予防規程（平成１６年四日市市消防本部訓令第１号）の一部

を次のように改正する。 

 

第１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第 28条関係） 

年  月  日 

住 所 

氏 名 

     様 

四日市市  消防署（消防本部）          

職・氏名                                

立 入 検 査 結 果 通 知 書 

貴下記対象物について、   年  月  日 消防法第４条 第 16 条の５の規定に基づき

立入検査を行ったところ、下記不備事項のとおり不備が認められましたので通知します。 

             不備がないので通知します。 

なお、不備事項については、速やかに改善するとともに、その改善状況（計画）について

消防署長（消防長）に報告して下さい。 

 

記 

 所 在 地 

名 称 

検 査 対 象 

検査立会者  職         氏名 

不 備 事 項 

不 備 事 項 

 

 

 

 

 

 

改善状況（計画）報告期限    年  月  日  

  備 考 

１ 本通知書の内容及び不備事項の具体的な改善方法については、 

（TEL         担当係         ）へ照会して下さい。 

２ 文中の削除部分について、二重線を記しています。 

 



 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 （消防本部予防保安課） 


